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記載事項 更新の有無 記載欄

経営協議会による確認 更新あり

【確認方法及び意見】

　令和４年度第４回経営協議会（令和4年9月26日開催）において、前年度からの変

更点等について説明を行い、審議・了承を得た。

　経営協議会委員からの主な意見は以下のとおりである。

　国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等に関する報告書について、十分

なガバナンス体制を構築するため、各原則を再度点検し、必要に応じて改善を図りな

がら、適切に対応していることが確認できる。

　今後も、社会情勢・社会構造の変化を見据え、大分大学が果たすべき役割・未来の

あるべき姿を意識しながら、ビジョン2040の実現に向けロードマップにそって具体

的な取組を進めていき、地方創生の中核拠点として邁進していただきたい。

【意見を踏まえた今後の対応等】

　社会の変化を十分に踏まえながら、大分大学ビジョン2040の実現に向けて作成し

たロードマップにそって、「教育」「研究」「医療・福祉」「地域貢献」それぞれの

分野の取組を、計画的かつ着実に遂行することにより、地（知）の拠点としての役割

を果たしていきたい。

監事による確認 更新あり

【確認方法及び意見】

　ガバナンス・コードにかかる適合状況について、担当部局の行った調査及び検討の

結果の説明を受け、資料の調査、個別のヒアリングを行い、各原則通り実施されてい

ることを確認した。

　また、大分大学ビジョン2040の策定、法人経営を担う人材の育成・確保方針の整

備など、ガバナンスの充実も図られている。

　全学改組など本学に求められる改革が着実に進められており、人材の確保の重要性

は増している。大学の運営を支える事務系人材についても、適切な人材をどのように

して確保するのか、育成、その高度化なども含め、取組を進めていただきたい。

　また、内部統制については、モニタリングの状況の確認などにより、実効性を高め

ていただきたい。

【意見を踏まえた今後の対応等】

　大学の運営を支える事務職員の育成は喫緊の課題であると認識しており、ご指摘を

踏まえ事務職員の資質向上に資する方策を検討したい。また、内部統制については、

業務遂行状況のきめ細やかな把握を徹底するなどしながら、実効性を高めていきた

い。

その他の方法による確認

【本報告書に関する経営協議会及び監事等の確認状況】

国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和４年度)　

様式
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国立大学法人大分大学

記載事項 更新の有無 記載欄

ガバナンス・コードの各原

則の実施状況

当法人は、各原則をすべて実施している。

ガバナンス・コードの各原

則を実施しない理由又は今

後の実施予定等

【国立大学法人ガバナンス・コードの実施状況】
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国立大学法人大分大学

記載事項 更新の有無 記載欄

補充原則１－２④

目標・戦略の進捗状況と検

証結果及びそれを基に改善

に反映させた結果等

更新あり

　原則１－１の対応欄に記載したとおり、中期計画の内容をいつまでにどのような工程で実現

していくかを具体化・可視化したアクションプランを設けているところ、各年度に行う自己評

価によって進捗状況の確認を行い、改善結果等とともに公表を行う予定である。

　また、長期戦略であるビジョン2040及びそのロードマップについても定期的な見直しを予

定しており、これらの検証結果や、それを基に改善に反映させた結果について公表する予定で

ある。

【これまでの業務の実績に関する評価結果】

　https://www.oita-u.ac.jp/13joho/johokokai/hojnjoho-hyoka.html

補充原則１－３⑥（１）

経営及び教学運営双方に係

る各組織等の権限と責任の

体制

　経営及び教学運営に係る権限と責任の体制については、役員、役員会（法人の重要事項の決

定）、経営協議会（経営に関する重要事項の審議）、教育研究評議会（教育研究に関する重要

事項の審議）の構成員をHPで公表している。

【国立大学法人大分大学役員規程、国立大学法人大分大学経営協議会規則、国立大学法人大分

大学教育研究評議会規則】

　https://www.oita-u.ac.jp/13joho/kitei_kanriunei.html

【役員、経営協議会及び教育研究評議会　構成員】

　https://www.oita-u.ac.jp/13joho/johokokai/hojnjoho-soshiki.html

補充原則１－３⑥（２）

教員・職員の適切な年齢構

成の実現、性別・国際性・

障がいの有無等の観点での

ダイバーシティの確保等を

含めた総合的な人事方針

更新あり

　総合的な人事方針については、教員に関しては、教育研究、社会貢献等の機能の充実や発展

を期するため、法人で行う教員の選考に関し、基本的に尊重すべき方針として、業績評価等の

審査結果について同等と認められた場合には、女性を優先的に選考する、業績や能力に基づ

き、４０歳未満の若手教員、外国人及び社会人を積極的に選考するなどの「国立大学法人大分

大学における教員選考の基本方針」を、職員に関しては、多様なキャリアパスを構築するため

の人事方針として、専門的な知識を要する事務専門職のキャリアパス、ＵＲＡなどの高度学術

専門職員の設置、嘱託職員の処遇見直し、職域限定職員の設置などに関する「事務職員の総合

的な人事方針」を策定し公表している。

【教員選考の基本方針、事務職員の総合的な人事方針】

　https://www.oita-u.ac.jp/13joho/johokokai/policy.html

【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

　本学は、平成16年の国立大学法人化に際して定めた大分大学憲章において述べている使命を

達成するため、2040年を見据えた戦略的な長期ビジョンとして「大分大学ビジョン2040」

（以下、「ビジョン2040」）を策定している。その策定にあたっては、本学教職員の意見の

みならず、経営協議会や将来構想検討会（顧問（外部有識者）の意見を聞く会議）などの場を

活用し、外部の有識者やステークホルダーの意見を反映することで、社会の要請に応えうるも

のとした。

　また、このビジョン2040を実現していくため、ビジョン2040の分野毎に６年単位で道筋を

示すロードマップを作成し、公表している。

　他方、国立大学法人法に基づき作成された現行の中期計画についても、その策定にあたって

はビジョン2040との連動が図られている。この中期計画に関する学内での自律的な進捗管理

の取組として、中期計画の内容をいつまでにどのような工程で実現していくかを具体化・可視

化した実施計画（以下、「アクションプラン」）を設け、公表している。

　このように、ビジョン2040を中心として、ロードマップ、中期計画及びアクションプラン

により、階層化された形で実現に向けた道筋を設定し、いずれも公表している。

【大分大学憲章】

　https://www.oita-u.ac.jp/category/aim.html

【大分大学ビジョン2040】

　https://www.oita-u.ac.jp/data/vision.html

【ロードマップ】

　https://www.oita-u.ac.jp/data/vision.html

【アクションプラン】

　https://www.oita-u.ac.jp/13joho/johokokai/hojnjoho-gyomu.html

【中期計画】

　https://www.oita-u.ac.jp/13joho/johokokai/hojnjoho-gyomu.html

更新あり

原則１－１

ビジョン、目標及び戦略を

実現するための道筋
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補充原則１－３⑥（３）

自らの価値を最大化するべ

く行う活動のために必要な

支出額を勘案し、その支出

を賄える収入の見通しを含

めた中期的な財務計画

更新あり

　本学のミッションを果たし、自らの価値を最大化するべく行う活動のために必要な支出額、

その支出を賄える収入の見通しを含めた、中期的な財務計画については、以下のとおり公表し

ている。

【国立大学法人大分大学第4期中期計画11～16頁　予算、収支計画及び資金計画】

　https://www.oita-u.ac.jp/000053636.pdf

補充原則１－３⑥（４）及

び補充原則４－１③

教育研究の費用及び成果等

（法人の活動状況や資金の

使用状況等）

　本学における教育・研究に係る財務状況、活動状況やコスト等の資金状況等については、

「財務諸表」及び「事業報告書」等の義務的開示のほかに、「財務諸表」では部局別のセグメ

ント情報等を公表するとともに、教育・研究とは別に区分されている人件費を教育・研究等の

活動別に区分し、教育・研究に係るコストの見える化を進めている。

　その他本学独自の取組として、本学の活動状況や資金の使用状況等について分かりやすくま

とめた「財務報告書」を毎年度作成し、公表している。「財務報告書」には本学の年度毎の教

育・研究・地域連携等の主要な成果や将来ビジョンについても掲載し、これを経営協議会に報

告するとともにWebサイトで公表することで、本学の活動状況や資金の使用状況等を広く社会

に発信している。

【財務に関する情報】

　https://www.oita-u.ac.jp/13joho/johokokai/hojnjoho-zaimu.html

補充原則１－４②

法人経営を担いうる人材を

計画的に育成するための方

針

更新あり

　「国立大学法人大分大学における法人経営を担う人材の育成・確保の方針」に基づき、法人

経営を行う資質と意欲がある者を学長特命補佐、学長補佐として任命し、重要な会議に出席さ

せるなど法人経営の一端を担わせるとともに、国立大学協会等が実施する研修等に積極的に参

加させ、法人経営に必要な能力を養い、次代の大学経営を担い得る人材を育成している。な

お、当該方針及び理事、副学長、学長特命補佐、学長補佐等の体制図を公表している。

【国立大学法人大分大学における法人経営を担う人材の育成・確保の方針】

　https://www.oita-u.ac.jp/13joho/johokokai/policy.html

【体制図】

　https://www.oita-u.ac.jp/category/yakuintaisei.html

【国立大学法人大分大学副学長、学長特命補佐及び学長補佐規程】

　https://www.oita-u.ac.jp/13joho/kitei_kanriunei.html

原則２－１－３

理事や副学長等の法人の長

を補佐するための人材の責

任・権限等

更新あり

　理事・副学長の下に、学長特命補佐・学長補佐を配置し、理事等のミッションに合わせた学

長補佐体制を構築している。それぞれの責任・権限については、国立大学法人大分大学役員規

程や国立大学法人大分大学副学長、学長特命補佐及び学長補佐規程により公表している。ま

た、「国立大学法人大分大学における法人経営を担う人材の育成・確保の方針」により、長期

的な視点で法人経営を担う人材の育成・確保を行っている。

【国立大学法人大分大学における法人経営を担う人材の育成・確保の方針】

　https://www.oita-u.ac.jp/13joho/johokokai/policy.html

【理事・副学長・学長特命補佐・学長補佐】

　https://www.oita-u.ac.jp/category/yakushokuin.html

【国立大学法人大分大学役員規程・国立大学法人大分大学副学長、学長特命補佐及び学長補佐

規程】

　https://www.oita-u.ac.jp/13joho/kitei_kanriunei.html

原則２－２－１

役員会の議事録
更新あり

　役員会は、国立大学法人法に則り、法人の重要事項について十分な検討・審議を行い、学長

の意思決定を支えている。また、定例の開催に加えて、学長が必要と認める場合は、臨時の役

員会を開催し、迅速な審議を行っている。役員会の議事概要はHPで公表している。

【議事概要】

　https://www.oita-u.ac.jp/data/gakunai-kaigi.html

原則２－３－２

外部の経験を有する人材を

求める観点及び登用の状況

更新あり

　自治体との連携強化の観点から、自治体等での要職の経験者を役員に任命しており、役員の

経歴を含めて公表している。

【役員一覧】

　https://www.oita-u.ac.jp/13joho/johokokai/hojnjoho-soshiki.html
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補充原則３－１－１①

経営協議会の外部委員に係

る選考方針及び外部委員が

役割を果たすための運営方

法の工夫

更新あり

　経営協議会の学外委員の選任に関して、「国立大学法人大分大学における法人経営を担う人

材の育成・確保の方針」を公表している。経営協議会の外部委員は、教育研究評議会の意見を

踏まえつつ、各分野（行政、教育、医学、経済、その他）の有識者を選考している。また、経

営協議会においてスムーズに審議が行えるよう、会議の開催前に、個別に訪問し、審議内容の

概要等について説明を行っている。さらに学外委員からの質問に対し、次回の経営協議会等で

回答する場を設けるとともに、学外委員の意見及びその意見をどのように運営に反映したかを

公表している。

【国立大学法人大分大学における法人経営を担う人材の育成・確保方針】

　https://www.oita-u.ac.jp/13joho/johokokai/policy.html

【経営協議会（学外委員）からの御意見等に対する取組状況】

　https://www.oita-u.ac.jp/data/gakunai-kaigi_2019.htm

補充原則３－３－１①

法人の長の選考基準、選考

結果、選考過程及び選考理

由

更新あり

　学長選考について、平成27年4月20日に「国立大学法人大分大学長の選考に関する規程」を

全部改正し、意向調査を廃止し、学長選考・監察会議が主体的に選考を行っている。学長選考

の基準、選考結果、選考過程及び選考理由については、HPにおいて公表している。また、

「国立大学法人法の一部を改正する法律」（令和4年4月1日施行）の趣旨にのっとり、令和3

年12月21日付けで「国立大学法人大分大学学長選考会議規則」を改正した。

【学長選考のお知らせ】

　https://www.oita-u.ac.jp/01oshirase/gakutyosenko.html

補充原則３－３－１③

法人の長の再任の可否及び

再任を可能とする場合の上

限設定の有無

　学長の任期について、継続的に国立大学法人のミッションを実現するため、学長が安定的に

リーダーシップを発揮することができるよう平成27年2月9日に「国立大学法人大分大学役員

規程」を改正し、再任の上限を廃止した。また、これらのことを規定した「国立大学法人大分

大学役員規程」をHPで公表している。

【国立大学法人大分大学役員規程】

　https://www.oita-u.ac.jp/13joho/kitei_kanriunei.html

原則３－３－２

法人の長の解任を申し出る

ための手続き

更新あり

　平成28年3月24日に「国立大学法人大分大学長の解任に関する規程」を全部改正し、学長の

解任手続を公表している。なお、学長選考・監察会議に学長の解任請求があった場合は、学長

選考・監察会議が遅滞なく審議することとなっている。

【国立大学法人大分大学学長の解任に関する規程】

　https://www.oita-u.ac.jp/13joho/kitei_senkokijyun.html

補充原則３－３－３②

法人の長の業務執行状況に

係る任期途中の評価結果

更新あり

　学長選考・監察会議は、「国立大学法人大分大学長の業績評価に関する申合せ」に基づき、

毎年度学長が自己評価書を提出し、外部評価の結果等を踏まえ、学長選考・監察会議が面談を

行うことで業績評価を行っている。また、評価結果の公表にあったっては付帯意見を付し、法

人運営に関する助言等を行っている。

【学長の業績評価】

　https://www.oita-u.ac.jp/01oshirase/gakutyogyosekihyoka_2021.html

原則３－３－４

学長選考・監察会議の委員

の選任方法・選任理由

更新あり

　学長選考・監察会議の委員の選任方法及び選任理由について、令和4年6月7日開催の経営協

議会において、選任方法及び選任理由を決定し、公表した。また、教育研究評議会において

も、令和4年3月16日開催の教育研究評議会で選任方法を決定し、令和4年4月20日の教育研究

評議会で選任し、選任理由を決定し公表した。

【選任方法及び選任理由】

　https://www.oita-u.ac.jp/01oshirase/gakutyosenko.html

原則３－３－５

大学総括理事を置く場合、

その検討結果に至った理由

　本学は、大学総括理事を置くことを想定していない。
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基本原則４及び原則４－２

内部統制の仕組み、運用体

制及び見直しの状況

更新あり

　独立行政法人通則法第２８条第１項に基づく「業務方法書」を改正し、内部統制システムの

構築を行い、役員会の審議事項に内部統制に関する事項を加えている。また、公益通報者保護

法に基づく公益通報及び内部監査の仕組みも従前から有効に機能している。加えて、内部監査

体制の充実として、監査室以外の事務局の職員も監査に協力できるよう体制を整備している。

このような取組を通して、継続的に見直しを図るとともに、内部統制に係る体制の充実を図っ

ている。なお、内部統制に係る法人の対応を決定する役員会規則を公表している。

【国立大学法人大分大学役員会規則】

　https://www.oita-u.ac.jp/13joho/kitei_kanriunei.htm

原則４－１

法人経営、教育・研究・社

会貢献活動に係る様々な情

報をわかりやすく公表する

工夫

更新あり

　HPにサイトマップを作成し、法人経営、教育・研究・社会貢献活動に係る様々な情報をサ

イトマップを使用し分かりやすく公表している。

　また、法人経営に関する情報について、「財務諸表」において部局別のセグメント情報など

を開示している他、法人の活動状況や資金の使用状況等について分かりやすくまとめた「財務

報告書」を作成し公表している。さらに、財務諸表では教育・研究とは別に区分されている人

件費を教育・研究等の活動別に区分し、教育・研究に係るコストの見える化を進めている。

「財務報告書」には本学の教育研究等の活動状況も併せて掲載しており、これを学内会議にお

いて周知しWebサイトで公表することで、大学の活動状況、資金の使用状況等を広く社会に発

信している。

【財務に関する情報】

　https://www.oita-u.ac.jp/13joho/johokokai/hojnjoho-zaimu.html

【サイトマップ】

　https://www.oita-u.ac.jp/category/f02sitemap.h

補充原則４－１①

対象に応じた適切な内容・

方法による公表の実施状況

　本学の取組や活動を、本学のＨＰにおいて、学生、受験生、企業等のターゲットごとのペー

ジを設け公表している。

また、学長による毎月の定例記者会見において、大学としての新たな取組や各学部の新しい取

組、顕著な研究成果等、教育・研究・医療・国際等に関わる全ての情報発信を積極的に行って

いる。

【HPホーム画面】

　https://www.oita-u.ac.jp/index.html

【サイトマップ】

　https://www.oita-u.ac.jp/category/f02sitemap.html

補充原則４－１②

学生が享受できた教育成果

を示す情報

更新あり

　学生が享受できる教育成果としての資質・能力を掲げた、全学及び学部の卒業認定・学位授

与の方針（ディプロマ・ポリシー）をカリキュラム・ポリシーと対応づけて公表した上で、ア

セスメントチェックリストや科目の到達目標とディプロマ・ポリシーとの関連を明記したシラ

バスを公開している。また、ディプロマ・ポリシーに定められた資質・能力についての学生の

成長実感や、大学で身につけた学力や能力に対する卒業予定学生の満足度調査の結果も学位プ

ログラム別に公表している。さらに卒業生の進路状況についても公表している。

【大分大学卒業認定・学位授与の方針（DP：ディプロマ・ポリシー）】

　https://www.oita-u.ac.jp/education/3policy.html

【授業科目・授業方法・内容、年間授業計画の概要（シラバス）】

　https://www.oita-u.ac.jp/08campus/syllabus.html

【学生が享受できた教育・教育成果の情報】

　https://www.ir.oita-u.ac.jp/edu_assessment/

【卒業後の状況（就職・進路データ）】

　https://www.oita-u.ac.jp/07shushoku/sotsugyo.html

法人のガバナンスにかかる

法令等に基づく公表事項

■独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第22条に規定する情報

　https://www.oita-u.ac.jp/13joho/hojnjoho-teikyo.html

■医療法施行規則第7条の2の２及び同規則第7条の3に規定する情報

　http://www.med.oita-u.ac.jp/hospital/byoincho_senko.html

■医療法施行規則第15条の4第2号に規定する情報

　http://www.med.oita-u.ac.jp/hospital/iryoanzen_kansa.html

等

6


